
○
総
務
省
令
第
五
十
八
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十

五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
十
八
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
の
従
業
者
数
）

（
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
の
従
業
者
数
）

第
七
条
の
二

法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公

第
七
条
の
二

法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公

表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
従
業
者
数
は
、
経

表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
従
業
者
数
は
、
経

済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
三

済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
経
済
セ
ン
サ
ス
基

年
六
月
一
日
現
在
に
お
け
る
従
業
者
数
の
確
定
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
従
業
者
数
の
確
定
数
が
公
表
さ
れ

礎
調
査
規
則
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
百
二
十
五
号
。
以
下
「
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
」
と
い

た
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
と

う
。
）
に
よ
り
調
査
し
た
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
従
業
者
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
従
業

き
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
又
は
境
界
確
定

者
数
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
市
町
村
の
境

に
係
る
区
域
の
従
業
者
数
を
関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
か
ら
減
じ
た

界
が
確
定
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変

も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

更
又
は
境
界
確
定
に
係
る
区
域
の
従
業
者
数
を
関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
従
業

者
数
か
ら
減
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
従
業
者
数
の
定
義
の
特
例
）

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
従
業
者
数
の
定
義
の
特
例
）

第
七
条
の
二
の
二

福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
大
熊
町
、
双
葉
町
及
び
浪
江
町
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村

第
七
条
の
二
の
二

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及

に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間

び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定

、
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者

ず
、
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
経
済
セ
ン

数
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
平
成
二
十
一
年
七

サ
ス
基
礎
調
査
規
則
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
百
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
経
済
セ
ン
サ
ス

月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
に
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳

基
礎
調
査
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
調
査
し
た
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従

法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基

業
者
数
の
確
定
数
に
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記

づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
従
業
者
数
（
そ
の
従
業
者

載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ

数
が
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
同
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業

て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
従
業
者
数
（
そ
の
従
業
者
数
が
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査

者
数
を
超
え
る
と
き
は
、
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
同
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町

規
則
に
よ
り
調
査
し
た
同
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
を
超
え
る
と
き
は
、
旧
経
済

村
の
従
業
者
数
と
す
る
。
）
と
す
る
。

セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
同
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
と
す
る
。
）
と
す

る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
）

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
）

第
七
条
の
二
の
九

法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
七
条
の
二
の
九

［
同
上
］

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
商
業
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
き
総
務
省
令
で

定
め
る
額
は
、
商
業
統
計
調
査
規
則
及
び
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
規
則
を
廃
止
す
る
省
令
（
令
和
元
年

経
済
産
業
省
令
第
十
四
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
商
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十

号
）
に
よ
つ
て
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
現
在
に
よ
つ
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
商
業
調
査
の
結
果

と
し
て
公
表
さ
れ
た
平
成
二
十
六
年
商
業
統
計
表
第
四
巻
品
目
編
第
二
表
（
区
市
郡
別
、
商
品
（
小
売
）
別
の

事
業
所
数
及
び
年
間
商
品
販
売
額
）
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
計
」
の
欄

の
額
か
ら
、
同
表
の
表
頭
「
六
〇

そ
の
他
の
小
売
」
の
う
ち
「
六
〇
三
三
一

医
療
用
医
薬
品
小
売
」
の
う

ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
計
」
の
欄
の
額
と
、
平
成
二
十
六
年
商
業
統
計
表
第
二
巻
産
業
編
（
都
道

府
県
表
）
第
六
表
（
小
売
業
の
都
道
府
県
別
、
東
京
特
別
区
・
政
令
指
定
都
市
別
、
産
業
分
類
小
分
類
別
、
商

品
販
売
形
態
別
の
事
業
所
数
、
年
間
商
品
販
売
額
及
び
構
成
比
）
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
商
品
販
売
形



態
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
小
売
業
計
」
の
欄
の
額
、

同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
商
品
販
売
形
態
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商

品
販
売
額
」
の
表
側
「
小
売
業
計
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
商
品
販
売
形
態
」
の

う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
小
売
業
計
」
の
欄
の
額
の
合
計

額
と
、
平
成
二
十
六
年
商
業
統
計
表
業
態
別
統
計
編
（
小
売
業
）
第
五
表
（
都
道
府
県
別
、
業
態
別
、
商
品
販

売
形
態
別
の
事
業
所
数
、
年
間
商
品
販
売
額
及
び
構
成
比
）
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額

」
の
表
側
「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売

」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う

ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表

頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
百

貨
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料

品
専
門
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち

「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表

の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側

「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の

表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ

販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」
の
欄
の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売

形
態
別
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」

の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商

品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う

ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の

う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
、
同

表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側

「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売

」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
の
合
計
額
と
の
合
計

額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
都
道
府
県
の
境
界
に
わ
た
つ
て
市

町
村
の
設
置
又
は
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
た
め
都
道
府
県
の
境
界
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額

を
合
計
し
て
得
た
額
を
、
当
該
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都

道
府
県
の
額
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
、
当
該
区
域
が
新
た
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当

該
都
道
府
県
の
額
に
加
え
た
も
の
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
の
額
の
二
分
の
一
の
額
に
、
当
該
区
域
の
従
業

二

境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
の
額
の
二
分
の
一
の
額
に
、
当
該
区
域
の
従
業

者
数
（
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
三
年
六
月
一
日
現
在
に
お
け
る
従
業
者
数
の

者
数
（
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
従

確
定
数
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
従
業
者
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
従
業
者
数
を
い
う
。
以
下
こ
の

業
者
数
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
従
業
者
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
従
業
者
数
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
都
道
府
県
の
従
業
者
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た

号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
都
道
府
県
の
従
業
者
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た

額

額

（
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
）

（
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
）



第
七
条
の
二
の
十

政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
統
計
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

第
七
条
の
二
の
十

政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
統
計
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

基
幹
統
計
で
サ
ー
ビ
ス
業
に
係
る
も
の
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
経

基
幹
統
計
で
サ
ー
ビ
ス
業
に
係
る
も
の
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
経

済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
現
在
に
よ
り
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る

済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
に
よ
つ
て
平
成
二
十
八
年

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た
事
業
所
に
関
す
る
集
計
の
う
ち
産
業
別
集
計
の
う
ち
サ

六
月
一
日
現
在
に
よ
つ
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ

ー
ビ
ス
関
連
産
業B

に
関
す
る
集
計
第
七
表
（
サ
ー
ビ
ス
関
連
産
業B

（
細
分
類
）
、
単
独
・
本
所
・
支
所
（
三

れ
た
事
業
所
に
関
す
る
集
計
の
う
ち
産
業
別
集
計
の
う
ち
サ
ー
ビ
ス
関
連
産
業B

に
関
す
る
集
計
第
七
表
（
サ
ー

区
分
）
別
民
営
事
業
所
数
、
従
業
者
数
、
売
上
（
収
入
）
金
額
及
び
収
入
を
得
た
相
手
先
別
収
入
額
―
全
国
、

ビ
ス
関
連
産
業B

（
細
分
類
）
、
単
独
・
本
所
・
支
所
（
三
区
分
）
別
民
営
事
業
所
数
、
従
業
者
数
、
売
上
（
収

都
道
府
県
）
の
表
頭
「
総
数
」
の
う
ち
「
（
収
入
を
得
た
相
手
先
別
収
入
額
）
個
人
（
一
般
消
費
者
）
」
の
表

入
）
金
額
及
び
収
入
を
得
た
相
手
先
別
収
入
額
―
全
国
、
都
道
府
県
）
の
表
頭
「
総
数
」
の
う
ち
「
（
収
入
を

側
「K

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
」
の
欄
の
額
か
ら
「
六
八
一

建
物
売
買
業
、
土
地
売
買
業
」
、
「
六
九
一

得
た
相
手
先
別
収
入
額
）
個
人
（
一
般
消
費
者
）
」
の
表
側
「K

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
」
の
欄
の
額
か
ら

不
動
産
賃
貸
業
（
貸
家
業
、
貸
間
業
を
除
く
）
」
、
「
六
九
二

貸
家
業
、
貸
間
業
」
、
「
六
九
四

不
動

「
六
八
一

建
物
売
買
業
、
土
地
売
買
業
」
、
「
六
九
一

不
動
産
賃
貸
業
（
貸
家
業
、
貸
間
業
を
除
く
）
」

産
管
理
業
」
、
「
七
〇
一
一

総
合
リ
ー
ス
業
」
及
び
「
七
〇
二

産
業
用
機
械
器
具
賃
貸
業
」
の
各
欄
の
額

、
「
六
九
二

貸
家
業
、
貸
間
業
」
、
「
六
九
四

不
動
産
管
理
業
」
、
「
七
〇
一
一

総
合
リ
ー
ス
業
」
及

を
控
除
し
た
額
、
表
側
「L
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
欄
の
額
か
ら
「
七
二
八

経
営
コ
ン

び
「
七
〇
二

産
業
用
機
械
器
具
賃
貸
業
」
の
各
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
表
側
「L

学
術
研
究
、
専
門
・
技

サ
ル
タ
ン
ト
業
、
純
粋
持
株
会
社
」
、
「
七
三

広
告
業
」
、
「
七
四
六
二

商
業
写
真
業
」
及
び
「
七
四
九

術
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
欄
の
額
か
ら
「
七
二
八

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
、
純
粋
持
株
会
社
」
、
「
七
三

広

そ
の
他
の
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
各
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
表
側
「M

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
の

告
業
」
、
「
七
四
六
二

商
業
写
真
業
」
及
び
「
七
四
九

そ
の
他
の
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
各
欄
の
額
を
控

欄
の
額
、
表
側
「N

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
」
の
欄
の
額
か
ら
「
七
九
一

旅
行
業
」
、
「
七
九
五

除
し
た
額
、
表
側
「M

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
欄
の
額
、
表
側
「N

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯

火
葬
・
墓
地
管
理
業
」
、
「
八
〇
三

競
輪
・
競
馬
等
の
競
走
場
、
競
技
団
」
及
び
「
八
〇
九
六

娯
楽
に

楽
業
」
の
欄
の
額
か
ら
「
七
九
一

旅
行
業
」
、
「
七
九
五

火
葬
・
墓
地
管
理
業
」
、
「
八
〇
三

競
輪
・

附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
各
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
表
側
「O

教
育
、
学
習
支
援
業
」
の
欄
の
額
か
ら
「

競
馬
等
の
競
走
場
、
競
技
団
」
及
び
「
八
〇
九
六

娯
楽
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
各
欄
の
額
を
控
除
し

八
二
一
六

社
会
通
信
教
育
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
表
側
「R

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な

た
額
、
表
側
「O

教
育
、
学
習
支
援
業
」
の
欄
の
額
か
ら
「
八
二
一
六

社
会
通
信
教
育
」
の
欄
の
額
を
控
除

い
も
の
）
」
の
欄
の
額
か
ら
「
八
八
二

産
業
廃
棄
物
処
理
業
」
、
「
九
〇
一

機
械
修
理
業
（
電
気
機
械
器

し
た
額
並
び
に
表
側
「R

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
」
の
欄
の
額
か
ら
「
八
八
二

産
業
廃

具
を
除
く
）
」
、
「
九
一
二

労
働
者
派
遣
業
」
、
「
九
二
二
一

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
」
及
び
「
九
二
九

棄
物
処
理
業
」
、
「
九
〇
一

機
械
修
理
業
（
電
気
機
械
器
具
を
除
く
）
」
、
「
九
一
二

労
働
者
派
遣
業
」

他
に
分
類
さ
れ
な
い
事
業
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
各
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

、
「
九
二
二
一

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
」
及
び
「
九
二
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
事
業
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
各

額
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
都
道
府
県
の
境
界
に
わ
た
つ
て
市
町
村
の
設
置
又
は
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
た

欄
の
額
を
控
除
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
都
道
府
県
の
境
界

め
都
道
府
県
の
境
界
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
て
得
た
額
を
、
当
該
境
界
変
更
の

に
わ
た
つ
て
市
町
村
の
設
置
又
は
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
た
め
都
道
府
県
の
境
界
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の
額
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
、
当
該

次
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
て
得
た
額
を
、
当
該
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
に
つ

区
域
が
新
た
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の
額
に
加
え
た
も
の
と
す
る
。

い
て
は
当
該
都
道
府
県
の
額
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
、
当
該
区
域
が
新
た
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
都
道
府
県

に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の
額
に
加
え
た
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
従
業
者
数
）

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
従
業
者
数
）

第
七
条
の
二
の
十
五

法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果

第
七
条
の
二
の
十
五

法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果

に
よ
る
各
市
町
村
の
従
業
者
数
は
、
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
三
年
六
月
一
日
現

に
よ
る
各
市
町
村
の
従
業
者
数
は
、
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
六
年
七

在
に
お
け
る
従
業
者
数
の
確
定
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
従
業
者
数
の
確
定
数
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て

月
一
日
現
在
に
お
け
る
従
業
者
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
従
業
者
数
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
市
町
村
の

市
町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
と
き
は
、
道
府
県

廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
と
き
は
、
道
府
県
知
事
が
必

知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
又
は
境
界
確
定
に
係
る
区
域
の
従

要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
又
は
境
界
確
定
に
係
る
区
域
の
従
業
者
数
を

業
者
数
を
関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
か
ら
減
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と

関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
か
ら
減
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

が
で
き
る
。

る
。

附

則

附

則

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
従
業
者
数
の
定
義
の
特
例
）

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
従
業
者
数
の
定
義
の
特
例
）

第
三
条
の
二
の
五

福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
大
熊
町
、
双
葉
町
及
び
浪
江
町
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村

第
三
条
の
二
の
五

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及

に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
事
業
所
統
計
の
最
近

び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、



に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
は
、
第
七
条
の
二
の
十
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経

当
分
の
間
、
事
業
所
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
は
、
第
七
条
の
二
の

済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
経
済
セ
ン
サ
ス
基

十
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
一
年
七
月
一

礎
調
査
規
則
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
百
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調

日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
に
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
に

査
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
調
査
し
た
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数

基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き

の
確
定
数
に
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ

住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
従
業
者
数
（
そ
の
従
業
者
数
が

て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る

旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村

者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
従
業
者
数
（
そ
の
従
業
者
数
が
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に

の
従
業
者
数
を
超
え
る
と
き
は
、
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
一
年
七
月

よ
り
調
査
し
た
同
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
を
超
え
る
と
き
は
、
旧
経
済
セ
ン
サ

一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
と
す
る
。
）
と
す
る
。

ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
同
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
と
す
る
。
）
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


